
高知県有料老人ホーム設置運営指導要綱

第１条 目的

この要綱は、老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号。以下「法」という。）の趣

旨に従い、同法第 29 条第１項に規定する有料老人ホームのサービス水準や経営の

安定性を確保し、入居者の保護を図るとともに、利用者による有料老人ホームの

適切な選択を支援することを目的として、必要な事項を定めるものとする。

なお、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13年法律第 26 号。）第５条

第１項の登録を受けているものにあっては、この要綱の第４条から第 10条の規定

は適用せず、同法及び高知県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則によ

ることとする。

第２条 定義

この要綱及び高知県有料老人ホーム設置運営指導指針（以下「指針」という。）

における次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）有料老人ホーム 法第 29条第１項に規定する有料老人ホーム

（２）設置予定者 高知県内に有料老人ホームの設置を予定する者

（３）設置者 高知県内に有料老人ホームを設置する者

（４）利用者 有料老人ホームに入居しようとする者等

（５）報告 法第 29条第９項及び 11 項に規定する報告

（６）実地検査 法第 29条第 11 項に規定する検査

（７）有料老人ホーム情報 法第 29条第９項に規定する情報

第３条 指導

知事は、この要綱の目的を達成するため、実地検査に基づき、設置者に対し当

該有料老人ホームの設置運営に関する必要な指導を行うことができる。

２ 指導の具体的な基準等については、別に指針に定める。

３ 知事は、実地検査を行うときは、設置者に事前に通知するものとする。

４ その他実地検査の具体的な内容等については、毎年度別に定める。

第４条 市町村との関係

設置予定者は、設置を予定している市町村と有料老人ホームの設置計画につい

て十分な協議を行った後に県への事前相談、事前協議を行うものとする。

第５条 事前協議



前条の規定による事前協議は、法第 29 条第１項による届出を行う前に行わなけ

ればならない。

２ 事前協議は設置計画事前協議書（別記第１号様式。以下「事前協議書」という。）

に別表１に掲げる関係書類を添えてしなければならない。

３ 事前協議書審査については、一定の期間を要することから、工事着工予定を考

慮し、余裕を持って申請するものとする。

４ 知事は、事前協議書及び関係書類の内容を審査した結果、当該計画が指針に定

める基準に適合したと認められる場合は設置予定者に対して有料老人ホーム事前

協議済書（別記第２号様式。以下「事前協議済書」という。）を交付するものとす

る。

第６条 開発許可等の申請

設置予定者は、第５条第４項の事前協議済書の交付を受けた後に、開発許可又

は建築確認申請を行うものとする。

第７条 工事着工

設置予定者は、開発許可書、建築確認済書の交付を受け、第８条に規定する設

置届を提出した後に、工事を着工するものとする。

第８条 設置届等

設置予定者が法第 29 条第１項の届出を行う場合は、工事着工までに、有料老人

ホーム設置届（別記第３号様式）に別表２に掲げる関係書類を添付して行うもの

とする。

２ 知事は、法第 29条第１項の届出があったときは、届出の内容が適切であること

を確認したうえ、設置予定者に対して有料老人ホーム設置届出済書（別記第４号

様式。以下「届出済書」という。）を交付するものとする。

３ 設置者は、前項の届出済書を交付された後に入居者の募集を開始するものとす

る。

第９条 事業開始届

設置者は、有料老人ホームの運営を開始したときは、速やかに有料老人ホーム

事業開始届（別記第５号様式）に次の書類を添付して知事に届出を行うものとす

る。

（１）建築基準法第７条による検査を受けたことを証する書類の写し

（２）消防法第 17条の３の２による検査を受けたことを証する書類の写し



第 10 条 事業変更届

設置者が法第 29 条第２項の届出を行う必要のある場合は、有料老人ホーム事

業変更（休止・廃止）届（別記第６号様式）及び当該事業の変更に係る運営懇談

会の協議内容（別記第８号様式の２）にそれぞれ当該各号に定める関係書類を添

付して知事に届出を行うものとする。

（１）施設又は設置者の名称（氏名）及び住所の変更

登記簿謄本

（２）役員又は施設管理者の氏名及び住所変更

ア 履歴書

イ 資格証の写し（保健医療福祉の資格を有する場合に限る。）

ウ 暴力団の排除に係る誓約書（別記第 10 号様式の１）及び誓約書別紙（別

記第 10 号様式の２）

（３）入居契約書、管理規定等の変更

変更前と変更後の入居契約書、管理規定等

（４）家賃相当額、介護費用、食費、管理費等の変更

積算根拠が確認できる書類

（５）その他法第 29 条第１項に規定する事項の変更

当該変更の考え方及び変更内容が確認できる書類

２ 知事は、法第 29 条第２項の届出があったときは、有料老人ホーム事業変更（休

止・廃止）届出済書（別記第７号様式）を交付するものとする。

第 11 条 定期報告

設置者は、毎年７月１日現在の有料老人ホームの現況について、次の各号の書

類を８月末日までに知事に提出するものとする。

（１）重要事項説明書

（２）有料老人ホーム情報開示一覧表（別記第９号様式）

（３）契約書

（４）管理規定

（５）パンフレット

（６）直近の事業年度の財務諸表（長期の収支計画と乖離がある場合は、その原

因及び対処方針を記載した資料を添付）

(７) 長期資金収支計画書及び長期損益収支計画書

（８）運営懇談会開催状況報告書（別記第８号様式の１及び２）

（９）その他知事が指定する書類

２ 設置者は、前項第２号に規定する有料老人ホーム情報開示一覧表の内容に変

更があったときは、変更の日から１月以内に、変更後の有料老人ホーム情報開



示一覧表（別記第９号様式）を知事に提出するものとする。ただし、法第 29

条第２項の規定に基づく変更の届出を行うべき事由である場合は、当該変更の

届出によるものとする。

第 12 条 有料老人ホーム情報の取扱い

知事は、前条の規定により提出のあった重要事項説明書及び有料老人ホー

ム情報開示一覧表の内容について、高知県のインターネットホームページ等

を通じて公開するものとする。

２ 設置者は、有料老人ホーム情報について、正確かつ適切な情報を提供する

とともに、利用者からの相談等に適切に応じるよう努めるものとする。

第 13 条 関係機関との連携

知事は、有料老人ホームの指導を行う場合は、市町村等の関係機関と十分な

連携を図るものとする。

第 14 条 その他

その他必要な事項については、この要綱の定めによるもののほか別に定める。

附則

（運用期日）

１ この要綱は、平成 19 年８月６日から適用する。

２ この要綱の適用の日までに、既に第４の協議を行っている設置予定者若しくは設置

者については、当該届出に限ってのみ、従前の取扱によることができる。

附則

（運用期日）

１ この要綱は、平成 26 年９月１日から適用する。

附則

（運用期日）

１ この要綱は、平成 28 年７月 25日から適用する。

附則

（運用期日）

１ この要綱は、平成 30 年７月１日から適用する。



附則

（運用期日）

１ この要綱は、令和４年４月１日から適用する。


